
福井県丹南広域組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

 

令和2年4月1日条例第1号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２４条第５項並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第５項及び

第２０４条第３項の規定に基づき、法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員

（以下「会計年度任用職員」という。）の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 （給与及び費用弁償） 

第２条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、越前市会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年越前市条例第２７号）の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（福井県丹南広域組合職員定数条例の一部改正） 

２ 福井県丹南広域組合職員定数条例(平成２年福井県丹南広域組合条例第７号)

の一部を次のように改正する。 

  第１条中「臨時の職の者」の次に「及び非常勤の職の者」を加える。 

（福井県丹南広域組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

３ 福井県丹南広域組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成１８年福井県

丹南広域組合条例第１号)の一部を次のように改正する。 

  第３条中「占める職員」の次に「及び同法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員」

を加える。 

 （福井県丹南広域組合特別職の職員の報酬等および旅費等に関する条例の一部改正） 

４ 福井県丹南広域組合特別職の職員の報酬等および旅費等に関する条例（平成２年福井

県丹南広域組合条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第７号までを１号ず

つ繰り上げる。 

  第４条中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とする。 


